
は
じ
め
に

「
大
阪
都
構
想
」（
以
下
「
構
想
」）
は
実
現
性
の
な
い
空
論
と
疑

問
視
さ
れ
な
が
ら
も
、
マ
ス
コ
ミ
で
大
々
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
大
阪
に
お
け
る
地
方
選
挙
の
争
点
に
持
ち
上
げ
ら
れ

て
い
る
。

二
重
行
政
の
解
消
と
大
阪
経
済
再
生
に
む
け
て
、
府
県
制
度
や
大

都
市
制
度
の
改
革
案
が
政
治
的
課
題
と
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
悪
い
わ

け
で
は
な
く
、
改
革
に
む
け
た
ス
ピ
ー
ド
も
求
め
ら
れ
�１る
。
し
か
し

問
題
は
、
そ
の
改
革
案
の
①
改
革
内
容
と
②
論
議
を
深
め
る
手
法
で

あ
る
。

今
回
の
「
構
想
」
論
議
に
お
い
て
特
徴
的
で
か
つ
問
題
な
の
は
、

「
都
制
」
が
地
方
制
度
と
し
て
は
多
く
の
問
題
を
も
つ
も
の
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
張
す
る
側
が
「
と
も
か
く
導
入
あ
り
き
」
を

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
し
、
こ
れ
に
反
対
す
る
者
を
既
得
権
益
に
浸
か
っ

た
反
改
革
的
存
在
だ
と
し
て
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
煽
り
立
て
、
当

座
の
選
挙
の
道
具
と
し
て
市
民
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
�２る
。
①
い

か
な
る
価
値
を
も
つ
制
度
な
の
か
、
②
導
入
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を

お
よ
ぼ
す
の
か
な
ど
の
根
本
的
な
事
柄
に
つ
い
て
の
冷
静
で
具
体
的

な
内
容
の
論
議
は
、
橋
下
知
事
人
気
へ
の
す
り
替
え
と
い
う
巧
み
な

マ
ス
コ
ミ
操
作
に
よ
り
封
殺
さ
れ
て
い
る
。

地
方
制
�３度
は
住
民
生
活
や
社
会
経
済
活
動
に
き
わ
め
て
大
き
な
影

響
を
お
よ
ぼ
し
、
し
か
も
一
度
変
更
す
る
と
た
び
た
び
変
更
す
る
こ

と
は
難
し
く
長
期
に
わ
た
り
固
定
さ
れ
�４る
。
身
近
な
問
題
で
あ
り
な

が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
と
選
択
肢
が
あ
り
得
、
難
し
い
課
題
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
十
分
な
論
議
と
住
民
の
正
確
な
理
解
が
保
障
さ

元
堺
市
参
与

本
郷
隆
夫

「
大
阪
都
構
想
」
を
批
判
す
る
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れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
か
ら
、「
構
想
」
に
つ
い
て
、
①
地
方
自
治
制
度
か
ら
み
た

問
題
点
お
よ
び
②
提
起
さ
れ
た
意
図
の
面
か
ら
の
分
析
・
評
価
が
必

要
と
考
え
る
。

一
「
大
阪
都
構
想
」
の
概
要

「
構
想
」
の
内
容
に
つ
い
て
わ
か
る
も
の
は
、
現
時
点
で
は
大
阪

維
新
の
会
の
「
設
立
趣
意
書
」「
大
阪
再
生
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
と
、

橋
下
知
事
が
時
々
に
語
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
た
�５め
、
そ
こ
か
ら
判
断

す
る
し
か
な
い
が
、
結
論
的
に
い
え
ば
、
①
抽
象
的
・
感
覚
的
な
レ

ベ
ル
の
も
の
で
、
②
自
治
体
観
に
問
題
が
あ
り
、
③
論
理
的
に
内
容

が
不
明
な
と
こ
ろ
も
あ
り
、
④
方
向
と
し
て
は
近
年
の
地
方
分
権
改

革
・
地
域
主
権
改
革
の
流
れ
に
反
す
る
も
の
、
と
い
え
よ
う
。

「
構
想
」
は
、
以
下
の
「
」
に
引
用
す
る
と
こ
ろ
で
ほ
ぼ
す
べ
て

で
あ
る
。

「『
広
域
自
治
体
が
大
都
市
圏
域
の
成
長
を
支
え
、
基
礎
自
治
体
が

そ
の
果
実
を
住
民
の
た
め
に
配
分
す
る
』
新
た
な
地
域
経
営
モ
デ
ル

を
実
現
す
る
」
と
し
て
、
当
面
の
目
標
を
「
一
、
広
域
自
治
体
と
基

礎
自
治
体
の
役
割
分
担
と
責
任
の
明
確
化
、
二
、
大
阪
府
域
の
再

編
、
三
、
新
た
な
統
治
機
構
の
構
築
、
四
、
都
区
制
を
超
え
る
大
都

市
制
度
の
実
現
、
五
、
成
長
戦
略
の
策
定
、
六
、
議
会
の
権
能
強
化

に
よ
る
決
定
と
執
行
の
分
離
」
と
す
る
（
設
立
趣
意
書
）。

大
阪
府
域
の
再
編
に
つ
い
て
は
、「
一
、
住
民
の
生
活
基
盤（
安
心
）

に
関
わ
る
事
務
は
基
礎
自
治
体
が
、
産
業
基
盤
（
競
争
・
成
長
）
に
関

わ
る
事
務
は
広
域
自
治
体
が
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
主
体
に
な
る
と
い
う

役
割
分
担
に
よ
り
、『
強
い
広
域
自
治
体
』
と
『
優
し
い
基
礎
自
治
体
』

で
大
阪
府
域
を
再
編
す
る
、
二
、
新
た
な
統
治
機
構
（
大
阪
府
と
グ

レ
ー
タ
ー
大
阪（
大
阪
市
＋
周
辺
市
）の
一
体
化
が
中
心
）
を
構
築
す

る
、
三
、
都
（
仮
称
）
制
下
に
府
内
に
適
正
な
数
の
基
礎
自
治
体
を

構
成
す
る
、
四
、
大
阪
の
潜
在
可
能
性
を
顕
在
化
さ
せ
成
長
戦
略
を

策
定
す
る
、
五
、
ア
ジ
ア
の
拠
点
都
市
に
足
る
都
市
イ
ン
フ
ラ
（
道

路
、
空
港
、
鉄
道
、
港
湾
等
）
を
整
備
す
る
」
と
し
、
具
体
的
に
は
、

「
新
た
な
統
治
機
構
を
構
築
す
る
。
大
阪
市
と
周
辺
市
で
都
区
（
仮

称
）
を
構
成
す
る
。
都
区
は
東
京
都
の
特
別
区
よ
り
も
権
限
と
財
源

を
有
す
る
基
礎
自
治
体
で
あ
る
。
都
区
の
首
長
は
公
選
制
と
す
る
。

都
区
に
議
会
を
置
き
議
員
は
公
選
制
と
す
る
。
都
区
制
の
下
、
現
府

内
に
適
正
な
数
の
基
礎
自
治
体
を
構
成
す
る
」
と
し
て
い
る
（
大
阪

再
生
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）。

都
区
の
範
囲
は
、
大
阪
、
堺
の
両
指
定
都
市
と
周
辺
九
市
（
豊
中

・
吹
田
・
守
口
・
八
尾
・
松
原
・
大
東
・
門
真
・
摂
津
・
東
大
阪
）

で
あ
り
、
公
選
区
長
と
議
会
を
も
つ
人
口
約
三
〇
万
人
の
二
〇
の
都

区
（
大
阪
市
部
八
区
・
堺
市
部
三
区
）
に
再
編
す
る
。

な
お
都
区
と
な
る
地
域
は
、
大
阪
府
内
全
市
町
村
に
お
け
る
人
口

「大阪都構想」を批判する
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の
六
三
・
七
％
、
製
造
品
出
荷
額
の
七
一
・
六
％
、
年
間
商
品
販
売

額
の
九
一
・
六
％
、
予
算
規
模
の
七
二
・
六
％
を
占
め
る
（
二
〇
〇

九
年
度
『
市
町
村
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
よ
り
試
算
）。

ま
た
、
広
域
自
治
体
の
都
が
一
元
的
に
所
管
す
る
例
と
し
て
、
地

下
鉄
・
主
要
道
路
・
空
港
・
港
湾
・
大
型
開
発
・
公
立
大
学
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
大
阪
市
営
地
下
鉄
の
民
営
化
、
市
町
村
の
枠
を

超
え
た
ご
み
処
理
、
府
議
会
議
員
・
大
阪
市
会
議
員
の
定
数
削
減
な

ど
が
い
わ
れ
て
い
る
。

二
「
大
阪
都
構
想
」
に
お
け
る
曖
昧
さ
、
自
治
体
観
の
問
題

「
構
想
」
に
は
、
粗
い
表
現
で
は
あ
る
が
、
基
本
と
な
る
自
治
体

観
で
明
ら
か
な
問
題
が
み
ら
れ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
自
治
体
を
「
大
都
市
圏
域
の
成
長
を
支
え
る
…
…

強
い
広
域
自
治
体
」
と
「
そ
の
果
実
を
住
民
の
た
め
に
配
分
す
る
…

…
優
し
い
基
礎
自
治
体
」
と
に
区
分
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

広
域
自
治
体
と
基
礎
自
治
体
と
の
間
で
役
割
分
担
と
責
任
を
明
確

化
し
二
重
行
政
を
解
消
す
る
こ
と
は
、
本
質
的
で
重
大
な
課
題
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
務
事
業
の
種
類
や
適
用
す
る
地
域
の
特
性

な
ど
の
具
体
的
内
容
を
問
う
こ
と
な
く
、
広
域
自
治
体
の
役
割
を
経

済
基
盤
整
備
に
、
基
礎
自
治
体
の
役
割
を
生
活
基
盤
整
備
に
、
と
単

純
に
抽
象
的
・
機
械
的
に
区
分
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。

と
く
に
大
都
市
圏
域
で
は
、
都
市
は
そ
の
集
積
と
昼
間
人
口
流
出

入
等
社
会
経
済
活
動
の
な
か
で
広
範
な
広
域
機
能
を
果
た
し
て
い

る
。「
構
想
」
で
は
、
実
態
の
評
価
分
析
を
避
け
、
曖
昧
な
表
現
で

単
純
な
�
仕
分
け
�
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
都
市
機
能
の
分
解

を
招
く
短
絡
的
な
論
理
を
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
強
い
」「
優
し
い
」
と
い
う
役
割
区
分
の
表
現
は
、
広
域

自
治
体
の
庇
護
・
恩
恵
の
も
と
に
基
礎
自
治
体
が
存
在
す
る
と
い
う

考
え
方
と
し
て
み
ざ
る
を
得
ず
、
こ
れ
は
、
自
治
体
は
そ
れ
ぞ
れ
が

自
律
的
で
自
立
し
て
存
在
す
べ
き
と
い
う
地
方
自
治
の
基
本
思
想
に

反
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
新
た
な
統
治
機
構
を
構
築
」
と
し
て
、
地
方
制
度
改

革
の
課
題
を
「
統
治
」
に
置
く
が
、
こ
ん
に
ち
の
改
革
の
方
向
は
「
統

治
」
で
は
な
く
「
自
治
」
の
強
化
確
立
の
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
広
域
行
政
の
役
割
を
「
成
長
戦
略
へ
の
特
化
」
に
置
い

て
い
る
こ
と
を
併
せ
る
と
、「
構
想
」
の
拠
っ
て
立
つ
制
度
設
計
の

思
想
は
、
原
理
主
義
的
新
自
由
主
義
的
な
競
争
原
理
を
基
礎
と
し
、

経
済
合
理
主
義
一
点
張
り
の
広
域
自
治
体
と
し
て
の
都
（
府
）
に
権

限
を
集
中
し
て
「
上
」
か
ら
の
統
治
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
近

視
眼
的
な
「
成
長
戦
略
」
一
本
槍
の
集
中
投
資
を
可
能
と
さ
せ
る
一

方
、
こ
の
都
（
府
）
の
政
策
実
施
の
障
害
に
な
る
と
し
て
大
都
市
（
都

市
）
を
分
割
し
、
自
治
権
・
自
立
性
と
発
言
力
を
弱
め
、
画
一
的
で

権
限
の
弱
い
基
礎
自
治
体
と
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
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に
対
し
て
自
治
権
強
化
や
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
機
能
に
つ
い
て
は
課

題
と
し
て
い
な
い
。

第
二
に
、
各
都
区
の
財
政
格
差
を
ど
う
す
る
の
か
な
ど
に
は
触
れ

ら
れ
て
お
ら
ず
、
都
区
像
や
広
域
事
務
事
業
な
ど
の
中
身
、
道
州
制

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
。
関
西
州
に
な
っ
た
と

き
そ
の
首
都
の
あ
り
方
な
ど
が
不
明
な
ま
ま
で
は
将
来
構
想
と
し
て

一
貫
性
を
欠
く
不
備
で
あ
ろ
う
。

当
面
の
目
標
に
お
け
る
「
都
区
制
を
超
え
る
大
都
市
制
度
の
実

現
」
の
項
目
は
、
意
味
が
不
明
で
あ
る
。
都
区
制
は
過
渡
的
な
も
の

で
、
再
度
別
の
大
都
市
制
度
を
創
る
と
い
う
意
味
に
も
と
れ
る
。
だ

と
す
る
と
現
在
の
諸
都
市
を
壊
し
て
ま
で
創
ろ
う
と
煽
り
立
て
て
い

る
都
区
制
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。

第
三
に
、「
議
会
の
権
能
強
化
に
よ
る
決
定
と
執
行
の
分
離
」
の

項
目
に
つ
い
て
も
、
議
会
と
執
行
部
門
（
知
事
の
執
行
権
）
と
の
関

係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
な
ど
不
明
で
あ
る
。
最
近
一
部
で
い
い
出

さ
れ
て
い
る
議
員
が
執
行
機
関
の
幹
部
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
制
度
と
も
異
な
る
表
現
で
あ
る
。
議
会
は
強
化
し
て
も
知
事
の
す

る
こ
と
に
は
い
っ
さ
い
口
出
し
を
さ
せ
な
い
、
と
さ
え
と
れ
る
。
議

員
定
数
削
減
の
み
が
議
会
制
度
改
革
の
内
容
で
は
な
い
は
ず
で
あ

る
。

三

都
制
で
大
阪
問
題
は
解
決
し
な
い

「
構
想
」
で
は
、
都
制
に
よ
り
指
揮
系
統
が
一
元
化
さ
れ
る
こ
と

で
、
大
都
市
圏
の
経
済
成
長
が
可
能
に
な
り
、
ま
た
公
選
区
長
と
議

会
を
も
つ
都
区
に
よ
り
生
活
基
盤
整
備
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
が
充

実
さ
れ
る
と
す
る
。

し
か
し
、
①
本
当
に
都
制
で
経
済
発
展
効
果
が
期
待
で
き
る
の

か
、
ま
た
②
地
方
自
治
制
度
と
し
て
都
制
が
発
展
的
と
い
え
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
一
の
点
で
は
、
大
阪
府
内
市
町
村
の
経
済
・
財
政
的
資
源
の
七

〇
％
か
ら
九
〇
％
を
一
元
的
に
支
配
し
、
大
規
模
公
共
事
業
投
資
に

集
中
す
る
財
源
を
生
み
だ
そ
う
と
す
�６る
。

だ
が
、
東
京
都
制
の
現
実
は
、
大
都
市
問
題
や
広
域
的
な
地
域
格

差
の
解
消
が
す
べ
て
う
ま
く
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
東
京
都

が
�
発
展
�
し
て
い
る
の
は
、�
都
制
�
だ
か
ら
で
は
な
く
、
政
治

・
経
済
の
東
京
一
極
集
中
に
よ
る
富
の
集
積
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
特
別
区
が
教
育
行
政
な
ど
で
一
定
の
独
自
施
策
を
展
開
し
て

い
る
の
は
、
集
中
し
た
富
の
配
分
に
よ
り
財
政
的
余
裕
が
あ
る
か
ら

で
あ
っ
て
、
府
市
と
も
財
政
困
難
に
あ
る
大
阪
で
は
、
都
区
域
で
は

現
在
よ
り
も
財
源
が
減
少
す
る
た
め
、
既
存
各
市
の
諸
施
策
す
ら
縮

小
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
東
京
一
極
集
中
の
政
治
経
済
体
制
や

地
方
制
度
を
問
う
こ
と
な
く
大
阪
の
枠
内
だ
け
で
制
度
を
い
じ
く
り

「大阪都構想」を批判する
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回
し
て
も
成
長
戦
略
に
は
限
界
が
つ
き
ま
と
う
。

し
か
も
、
地
方
自
治
体
の
予
算
を
大
型
公
共
投
資
重
点
に
組
み
替

え
る
こ
と
が
経
済
発
展
に
有
効
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
経
済
学
的
に

も
、
ま
た
利
権
防
止
の
点
か
ら
も
疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
制
は
、
一
九
四
三（
昭
和
一
八
）

年
に
本
土
決
戦
に
備
え
て
首
都
・
東
京
市
を
国
の
機
関
で
あ
る
東
京

府
知
事
の
も
と
に
組
み
込
ん
だ
と
い
う
大
都
市
自
治
の
否
定
が
出
発

点
に
あ
る
。

現
在
の
特
別
区
で
は
、
消
防
・
上
下
水
道
・
都
市
計
画
な
ど
の
事

務
、
区
民
税
法
人
税
分
・
固
定
資
産
税
・
事
業
所
税
・
都
市
計
画
税

な
ど
の
財
源
が
都
に
移
さ
れ
て
い
て
、
一
般
の
市
と
比
べ
て
自
治
権

が
事
実
上
制
限
さ
れ
て
お
り
、
特
別
区
の
一
般
市
へ
の
移
行
運
動
も

起
こ
っ
て
い
る
。

知
事
は
、
指
定
都
市
の
行
政
区
と
都
区
を
比
べ
行
政
区
は
区
長
が

任
命
制
で
あ
る
こ
と
や
独
自
予
算
の
規
模
が
小
さ
い
こ
と
な
ど
を
挙

げ
て
、
都
区
制
で
は
住
民
の
権
利
が
拡
大
す
る
旨
を
の
べ
て
い
る

が
、
何
を
比
較
す
べ
き
か
が
問
題
で
あ
�７る
。

比
較
す
べ
き
行
政
サ
ー
ビ
ス
・
予
算
・
自
治
権
限
は
、
行
政
区
単

独
の
も
の
で
は
な
く
市
全
体
と
し
て
執
行
さ
れ
る
分
を
ふ
く
め
た
総

体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
都
区
に
な
る
と
、
配
分
を
ど
の
よ
う
に

工
夫
し
よ
う
と
も
、
そ
も
そ
も
分
割
の
元
と
な
る
も
の
が
削
ら
れ（
都

に
吸
い
上
げ
ら
れ
）
る
。
さ
ら
に
、
市
全
体
と
し
て
執
行
さ
れ
て
い

る
も
の
を
都
区
に
分
割
す
る
こ
と
に
よ
る
行
政
効
率
の
低
下
は
不
可

避
で
あ
る
。
議
会
設
置
や
区
長
選
挙
に
よ
る
歳
出
が
増
加
す
る
と
い

う
面
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
都
市
内
分
権
は
課
題
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
も
っ
と
も

権
限
と
財
源
を
も
つ
大
都
市
の
自
治
権
限
を
分
割
・
縮
小
し
、
都
市

問
題
の
一
元
的
解
決
手
段
を
喪
失
さ
せ
る
都
区
制
が
現
行
制
度
と
比

べ
て
市
民
が
う
け
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
総
体
の
面
に
お
い
て
優
れ
て
い

る
と
短
絡
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

四

二
重
行
政
に
つ
い
て
の
府
の
責
任

「
不
幸
せ
（
府
市
合
わ
せ
）」
と
ま
で
い
わ
れ
る
大
阪
府
と
大
阪
市

の
不
仲
は
、
経
済
戦
略
の
不
統
一
や
二
重
行
政
の
弊
害
な
ど
を
永
年

生
ん
で
き
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
知
事
は
、
そ
の
責
任
が
す
べ
て
大
阪

市
側
に
あ
り
、
大
阪
市
役
所
解
体
が
必
要
で
、
都
（
府
）
が
経
済
成

長
戦
略
を
す
べ
て
一
元
的
に
掌
握
し
、
知
事
（
僕
）
が
唯
一
の
指
揮

官
に
な
れ
ば
す
べ
て
う
ま
く
い
く
と
す
る
。

し
か
し
、
歴
史
的
経
過
か
ら
み
て
も
そ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
。

府
・
市
の
不
調
和
は
、
戦
後
の
五
大
都
市
の
特
別
市
昇
格
運
動
が

府
県
側
に
阻
止
さ
れ
て
、
地
方
自
治
法
か
ら
特
別
市
の
規
定
が
削
除

さ
れ
、
指
定
都
市
制
度
が
創
設
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
起
因
す
る
。
指
定
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都
市
制
度
が
中
途
半
端
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
大
阪
市
は
府
と
同

様
の
能
力
が
あ
る
と
し
て
独
自
の
政
策
・
事
業
を
進
め
、
他
方
、
府

は
大
阪
市
域
の
面
倒
は
み
な
い
と
い
う
対
立
・
二
元
化
が
生
ま
れ
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
大
阪
市
の
独
自
志
向
が
強
い
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
広

域
的
行
政
課
題
の
補
完
・
調
整
機
能
は
府
県
の
責
務
で
あ
り
、
調
整

が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
第
一
義
的
責
任
は
府
が
負
う
べ
き
立
場
に

あ
る
。
自
己
の
調
整
能
力
の
欠
如
を
棚
に
上
げ
、
相
手
の
指
定
都
市

を
消
滅
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
は
本
末
転
倒
で
あ
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
関
空
・
泉
佐
野
コ
ス
モ
ポ
リ
ス
・
彩

都
な
ど
大
阪
が
つ
ま
づ
い
て
き
た
諸
事
業
は
府
の
失
態
で
あ
る
。
こ

う
し
た
歴
史
と
現
実
的
な
能
力
を
考
え
る
と
、
大
阪
都
に
よ
り
府
が

権
限
を
握
れ
ば
す
べ
て
う
ま
く
い
く
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
あ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

五
「
大
阪
都
構
想
」
は
地
方
自
治
強
化
の
改
革
の
流
れ
に
反
す
る

地
方
制
度
の
改
革
案
を
評
価
す
る
第
一
義
的
基
準
は
、
地
方
自
治

制
度
と
し
て
自
治
権
が
拡
充
さ
れ
る
も
の
か
否
か
に
置
か
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
近
年
の
地
方
分
権
改
革
の
動
き
は
、
自
治
権
の
拡
大
を
め

ざ
す
も
の
で
あ
る
。

現
行
日
本
の
地
方
制
度
は
、
全
国
一
律
の
画
一
的
な
府
県
制
・
市

町
村
制
の
も
と
、
多
く
の
事
務
事
業
は
地
方（
都
道
府
県
と
市
町
村
）

が
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
他
方
、
企
画
・
監
督
・
監
査
権
限
な
ど

実
質
的
な
決
定
権
は
国
に
高
度
に
留
保
さ
れ
て
い
る
「
集
権
的
分
散

シ
ス
テ
ム
」（
神
野
直
彦
）
と
な
っ
て
い
る
。
財
政
的
支
配
・
誘
導

と
人
事
的
支
配
も
加
わ
っ
た
全
国
画
一
的
な
支
配
・
統
制
は
、
こ
ん

に
ち
で
は
「
地
域
の
疲
弊
と
破
壊
を
も
た
ら
す
元
凶
」
と
み
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
三
位
一
体
改
革
以
降
も
、
地
方
財
政
の
危

機
が
よ
り
深
刻
化
・
慢
性
化
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
道
州
制
を
ふ
く
む
地
方
制
度
改
革
の
必
要

性
が
広
く
認
識
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
府
県
が
国
の
立
場
で
市
町

村
を
順
送
り
支
配
す
る
と
い
う
中
二
階
性
の
改
革
も
あ
ら
た
め
て
問

わ
れ
る
課
題
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
改
革
の
方
向
性
は
、
地
方
の
独
自
性
発
揮
を
保
障
す

る
た
め
に
、
権
限
と
税
財
源
を
国
か
ら
地
方
自
治
体
へ
移
す
と
同
時

に
、
広
域
自
治
体
で
あ
る
都
道
府
県
（
道
州
）
か
ら
基
礎
自
治
体
で

あ
る
市
町
村
へ
移
し
、
市
町
村
の
自
立
と
多
様
性
を
保
障
す
る
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
�８い
。

し
か
る
に
「
構
想
」
は
、
都
市
が
す
で
に
も
っ
て
い
る
権
限
す
ら

都
（
府
）
に
吸
い
上
げ
一
元
統
治
を
強
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
霞
ヶ
関
支
配
を
大
手
前
（
Ｗ
Ｔ
Ｃ
、
府
庁
所
在
地
）
支
配
に
移

し
替
え
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
地
方
制
度
改
革
に
逆
行
す

る
も
の
で
あ
る
。

「大阪都構想」を批判する
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六

大
都
市
の
役
割
・
歴
史
・
文
化
は
地
方
自
治
の
基
礎

「
構
想
」
で
は
、
大
阪
・
堺
の
両
指
定
都
市
を
周
辺
九
市
と
と
も

に
都
区
に
分
割
再
編
す
る
と
す
�９る
。

指
定
都
市
の
制
度
は
大
都
市
制
度
と
し
て
は
中
途
半
端
な
も
の
で

あ
り
、
ま
た
昇
格
都
市
が
増
加
す
る
な
か
で
�
特
別
な
大
都
市
�
と

い
う
意
義
も
事
実
上
変
質
し
て
き
た
と
は
い
え
、
現
行
制
度
上
も
っ

と
も
権
限
と
財
源
を
も
つ
都
市
制
度
で
あ
る
。

大
阪
市
が
大
都
市
と
し
て
、
戦
前
か
ら
戦
後
一
貫
し
て
都
市
圏
イ

ン
フ
ラ
整
備
・
環
境
対
策
・
都
市
市
民
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
機
能

な
ど
で
主
体
的
・
先
導
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
は
、
こ
こ
で

あ
ら
た
め
て
触
れ
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
規
模
が
巨
大
な
た
め
市

民
と
の
直
接
接
触
性
が
希
薄
で
は
あ
る
が
、
都
市
自
治
の
力
強
さ
が

大
都
市
に
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

都
市
の
も
つ
歴
史
・
文
化
は
そ
の
都
市
と
し
て
の
一
体
性
の
な
か

に
あ
�１０る
。
こ
う
し
た
都
市
形
成
の
諸
要
素
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
短

絡
的
・
画
一
的
に
都
市
を
分
割
再
編
す
る
こ
と
は
、
都
市
の
活
力
そ

の
も
の
を
奪
う
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。

と
る
べ
き
方
向
は
大
都
市
の
解
体
で
は
な
く
、
大
都
市
の
存
在
を

前
提
と
し
た
自
治
体
間
連
携
で
あ
ろ
う
。

七
「
大
阪
都
構
想
」
の
意
図

地
方
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
多
様
な
可
能
性
が
存
在
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
あ
る
改
革
提
案
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の

意
図
と
実
施
し
た
場
合
に
そ
の
時
点
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す

も
の
か
と
い
う
面
が
重
要
と
な
る
。
そ
の
視
点
か
ら
「
構
想
」
を
み

て
み
よ
う
。

ま
ず
、
橋
下
府
政
に
お
け
る
府
内
自
治
体
政
策
で
あ
る
。
府
と
市

町
村
の
関
係
、
ま
た
行
政
体
内
部
の
関
係
と
い
う
基
本
的
な
と
こ
ろ

に
問
題
が
み
ら
れ
る
。

御
堂
筋
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
は
じ
め
、
本
来
市
町
村
の
所
管
す

べ
き
施
策
を
府
の
施
策
と
し
て
売
り
出
し
た
り
、
教
育
問
題
に
お
け

る
よ
う
に
知
事
と
意
見
の
違
う
市
町
村
長
に
対
し
て
辞
め
る
べ
き
と

ま
で
迫
っ
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
人
気
取
り
の
た
め
で
あ
ろ
う

が
、
独
立
自
治
体
間
相
互
の
関
係
、
基
礎
自
治
体
と
広
域
自
治
体
の

関
係
を
間
違
え
た
も
の
で
、�
上
部
�
団
体
と
し
て
の
府
が
市
町
村

を
支
配
す
る
す
が
た
で
あ
る
。

府
内
市
町
村
事
務
委
譲
を
進
め
る
政
策
に
し
て
も
、
実
体
的
に
は

事
務
委
譲
に
か
こ
つ
け
た
財
政
負
担
の
市
町
村
へ
の
転
嫁
が
あ
る
。

ま
た
、「
構
想
」
に
み
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
に
特
化
す
べ
き
と

か
三
〇
万
人
規
模
の
都
区
へ
の
分
割
再
編
成
と
い
う
点
か
ら
は
、
画

一
主
義
的
で
軽
視
す
る
基
礎
自
治
体
像
が
み
ら
れ
る
。
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さ
ら
に
、
極
端
な
緊
縮
財
政
を
標
榜
す
る
一
方
で
大
規
模
公
共
開

発
投
資
に
偏
重
し
た
重
点
施
策
が
あ
り
、
Ｗ
Ｔ
Ｃ
へ
の
府
庁
舎
移
転

・
大
手
前
庁
舎
跡
地
売
却
・
咲
州
地
区
の
開
発
・
関
空
へ
の
リ
ニ
ア

新
線
建
設
・
伊
丹
空
港
廃
港
な
ど
超
大
型
公
共
投
資
型
都
市
開
発
が

目
玉
事
業
と
し
て
打
ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
巨
大
開
発

費
用
は
、
大
阪
府
財
政
の
現
状
か
ら
は
ま
っ
た
く
担
え
な
い
。
こ
の

と
き
に
、
堺
市
の
投
資
予
算
（
四
六
〇
〇
億
円
と
い
わ
れ
る
）
を
咲

州
開
発
等
に
提
供
す
る
意
思
を
隠
そ
う
と
も
し
な
い
竹
山
市
長
の
誕

生
へ
の
全
面
的
支
援
の
選
挙
活
動
が
あ
る
。

加
え
て
、「
橋
下
イ
ズ
ム
」
と
マ
ス
コ
ミ
で
表
現
さ
れ
る
政
治
手

法
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
と
も
に
き
わ
め
て
強
権
独
裁
的
で
あ
り
、

権
力
を
知
事
個
人
が
一
手
に
握
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
諸
要
素
に
、
知
事
の
主
張
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
変
化
し
て
い

る
こ
と
な
ど
を
あ
わ
せ
考
慮
す
る
と
、「
構
想
」
提
起
の
意
図
を
図

の
よ
う
に
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

む
す
び
に

地
方
制
度
に
お
け
る
分
権
化
・
民
主
化
を
行
政
効
率
・
経
済
合
理

性
の
対
立
事
項
と
し
て
扱
い
、
地
方
財
政
の
危
機
打
開
を
口
実
と
し

て
民
主
主
義
の
砦
で
あ
る
地
方
自
治
を
実
質
的
に
制
限
す
る
と
い
う

政
策
は
、
新
自
由
主
義
的
な
自
治
体
政
策
と
し
て
近
時
顕
著
に
な
っ

指定都市の解体

独裁・反対論の封じ込め
目立ちたい
現実諸課題から逸らす

大 阪 都 構 想

自治・市町村の軽視・介入
大都市の権限を厄介視

市町村財源吸い上げ

図 「大阪都構想」の構造

ＷＴＣ・大手前開発
伊丹廃港・リニア

など

関西州反対
（兵庫県など）

現実の課題
経済活性化、関空対策など
二重行政解決

緊縮財政による財源捻出
（府財源では不足）

歴史・文化・教育・生活
対策などの軽視

財界の経済
活性化希望

大型公共開発投資

「大阪都構想」を批判する
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て
い
る
。「
構
想
」
は
、
こ
の
種
の
政
策
の
突
出
し
た
一
つ
と
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

時
代
閉
塞
の
な
か
で
、
独
裁
者
に
よ
る
快
刀
乱
麻
の
運
営
が
可
能

な
都
市
制
度
へ
の
改
革
を
粗
野
な
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
叫
べ
ば
、
市

民
に
一
時
の
夢
を
与
え
る
効
果
を
も
つ
。
選
挙
民
の
歓
心
を
得
る
手

段
と
し
て
危
険
な
地
方
制
度
改
革
が
弄
ば
れ
な
い
よ
う
に
、
市
民
は

監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
注
）�１

二
重
行
政
問
題
な
ど
の
解
消
の
方
法
と
し
て
、
大
阪
に「
都
制
」

を
導
入
す
る
と
い
う
考
え
方
自
体
は
か
ね
て
か
ら
あ
り
、
府
側
に

た
っ
た
指
定
都
市
統
制
論
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
大
阪
府

地
方
自
治
研
究
会
最
終
報
告
「
大
都
市
圏
に
ふ
さ
わ
し
い
地
方
自

治
制
度
」（
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
）
で
も
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

�２

知
事
は
、「（
府
市
の
議
会
と
長
）
全
部
が
維
新
の
会
に
な
っ
て

か
ら
細
か
い
と
こ
ろ
を
設
計
す
る
」「（
具
体
像
は
）
方
向
性
が
決

ま
っ
て
か
ら
あ
と
に
つ
く
る
も
の
」（
六
月
一
日
記
者
会
見
）
と

の
べ
、
維
新
の
会
は
改
革
工
程
表
を
示
す
な
ど
し
て
い
る
。
だ
が

こ
れ
は
、
都
制
導
入
の
可
否
判
断
の
た
め
の
前
提
論
議
と
導
入
選

択
後
の
詳
細
部
分
の
論
議
と
を
制
度
設
計
の
語
で
混
同
を
起
こ
さ

せ
て
、
前
提
論
議
を
不
要
と
錯
覚
さ
せ
、
市
民
に
危
機
感
と
焦
り

を
も
た
せ
る
演
出
で
あ
る
。
ま
た
、「
構
想
」
に
疑
義
を
呈
す
る

人
び
と
に
対
し
「
大
阪
市
役
所
に
乗
っ
取
ら
れ
て
い
る
」
な
ど
と

す
る
の
は
、
制
度
論
議
を
反
公
務
員
感
情
へ
す
り
替
え
る
ア
ジ

テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

�３
「
日
本
で
『
地
方
制
度
』
と
称
さ
れ
て
き
た
も
の
は
、
地
方
行

政
制
度
と
地
方
自
治
制
度
を
表
裏
一
体
に
張
り
合
わ
せ
た
制
度
で

あ
っ
た
。」（
西
尾
勝
『
地
方
分
権
改
革
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二

〇
〇
七
年
七
月
、
一
一
頁
）

�４

大
阪
に
都
制
を
施
行
す
る
手
続
き
だ
け
を
み
て
も
、
府
お
よ
び

関
係
市
の
議
会
の
議
決
、
国
会
で
の
法
案
可
決
、
府
民
の
住
民
投

票
が
必
要
で
あ
る
。

�５

知
事
の
主
張
・
発
言
に
は
大
き
な
変
化
、
幅
が
あ
る
。

「
構
想
」
を
「
大
阪
発
�
地
方
分
権
�
ビ
ジ
ョ
ン
」（
二
〇
〇
九
年

三
月
、
大
阪
府
）
と
比
較
す
る
と
、
①
広
域
自
治
体
と
基
礎
自
治

体
の
役
割
②
道
州
制
と
大
都
市
③
大
都
市
の
役
割
の
点
で
、
内
容

が
相
当
に
異
な
る
。
ビ
ジ
ョ
ン
で
は
、「
市
町
村
が
身
近
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
総
合
的
に
担
う
。
そ
し
て
市
町
村
が
で
き
な
い
こ
と

を
大
阪
府（
関
西
州
）が
…
…
担
う
」（
八
頁
）、「
大
阪
府
は
府
域

を
超
え
る
広
域
行
政
や
府
内
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
役
に
重
点
化
」

（
一
二
頁
）、「
関
西
州
の
実
現
に
あ
わ
せ
て
新
た
な
大
都
市
制
度

（＝

大
都
市
に
ふ
さ
わ
し
い
都
市
制
度
）を
創
設
」（
二
三
頁
）、「
大

阪
市
を
は
じ
め
と
す
る
関
西
の
大
都
市
が
そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を

十
分
に
発
揮
で
き
る
制
度
」（
二
三
頁
）、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
大
ロ
ン
ド
ン
庁
（
Ｇ
Ｌ
Ａ
、
注
�９
参
照
）
視
察
の
あ
と

は
、
こ
れ
か
ら
は
グ
レ
ー
タ
ー
・
オ
オ
サ
カ
・
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
を

96



め
ざ
す
と
い
う
（
六
月
二
三
日
記
者
会
見
）。

な
お
、
再
編
構
想
が
の
べ
ら
れ
る
と
き
は
大
阪
・
堺
の
指
定
都

市
が
中
心
で
、
周
辺
九
市
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
い
。

こ
の
よ
う
に
ず
る
ず
る
と
す
が
た
を
変
え
る
こ
と
は
、
批
判
を

逸
ら
し
、
大
衆
に
は
無
謬
性
の
人
気
取
り
を
演
出
し
、
真
剣
な
相

互
批
判
に
基
づ
く
合
意
形
成
を
困
難
に
す
る
。

�６

浅
田
均
維
新
の
会
政
調
会
長
は
「
二
重
行
政
解
消
で
年
約
八
〇

〇
〇
億
円
を
都
市
・
産
業
基
盤
整
備
な
ど
の
投
資
に
回
せ
る
」
と

試
算
し
て
い
る
と
い
う
（「
日
経
新
聞
」
二
〇
一
〇
年
六
月
二
一

日
）。

�７

知
事
は
大
阪
市
議
福
島
区
補
欠
選
挙
で
、「
福
島
区
長
が
使
え

る
お
金
は
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
、
区
と
同
じ
人
口
の
市
長
は
二
〇

〇
億
円
使
え
る
」
と
街
頭
演
説
し
て
い
る
（「
朝
日
新
聞
」
二
〇

一
〇
年
六
月
六
日
）。

�８

基
礎
自
治
体
を
第
一
に
優
先
す
べ
き
と
い
う
補
完
性
原
理
の
趣

旨
は
、
地
方
分
権
推
進
委
員
会
報
告
（
二
〇
〇
一
年
）
以
降
、
地

方
制
度
調
査
会
・
新
地
方
分
権
構
想
検
討
委
員
会
な
ど
で
採
用
さ

れ
て
い
る
。

な
お
補
完
性
原
理
に
つ
い
て
は
、
新
自
由
主
義
的
思
想
と
連
動

し
て
、
財
政
再
建
を
意
図
し
た
国
家
関
与
の
大
幅
削
減
と
行
政
の

効
率
性
・
経
済
性
を
追
求
す
る
市
場
原
理
に
収
斂
し
、
財
源
を
保

障
せ
ず
国
か
ら
地
方
に
事
務
を
押
し
つ
け
る
と
い
う
、
地
方
分
権

を
建
前
に
し
た
自
治
権
侵
害
の
論
理
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る

と
の
指
摘
も
あ
る
（
関
谷
昇
「
補
完
性
原
理
と
地
方
自
治
に
つ
い

て
の
一
考
察
」
千
葉
大
学
公
共
研
究
セ
ン
タ
ー
『
公
共
研
究
』
第

四
巻
一
号
、
二
〇
〇
七
年
六
月
）。「
構
想
」
は
こ
の
地
方
版
と
も

い
え
る
。
橋
下
府
政
が
進
め
る
「
市
町
村
に
指
定
都
市
並
み
の
事

務
委
譲
を
進
め
る
」
施
策
に
お
い
て
、
市
町
村
側
の
委
譲
受
け
入

れ
態
度
に
つ
い
て
差
が
生
じ
て
い
る
（「
朝
日
新
聞
」
二
〇
一
〇

年
三
月
一
六
日
）
の
は
、
必
要
な
財
源
と
人
的
な
保
障
を
欠
く
負

担
転
嫁
の
側
面
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。

�９

知
事
は
、「
大
阪
市
は
強
い
市
だ
け
ど
、
エ
リ
ア
が
著
し
く
狭

す
ぎ
る
」
と
発
言
し
て
い
る
（
一
月
一
二
日
記
者
会
見
）。
狭
い

か
ら
と
い
っ
て
、
府
が
と
っ
て
替
わ
り
市
域
を
細
分
割
す
る
と
い

う
こ
と
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
ま
た
都
区
案
で
は
、
五
〇
万
人
を

超
え
る
東
大
阪
市
、
八
万
人
の
大
東
市
を
は
じ
め
周
辺
九
市
の
区

域
は
そ
の
ま
ま
と
す
る
と
い
う
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
も
あ
る
。

�１０

グ
レ
ー
タ
ー
ロ
ン
ド
ン
庁
（
Ｇ
Ｌ
Ａ
、
二
〇
〇
〇
年
発
足
）
に

つ
い
て
は
、
グ
レ
ー
タ
ー
ロ
ン
ド
ン
県
（
Ｇ
Ｌ
Ｃ
、
一
九
六
五
年

実
施
）
以
前
と
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
に
よ
り
Ｇ
Ｌ
Ｃ
が
廃
止
さ
れ

た
あ
と
は
包
括
的
な
広
域
自
治
体
が
な
く
、
ま
た
、
同
地
域
に
は

も
と
も
と
大
阪
市
の
よ
う
な
か
た
ち
の
大
都
市
は
存
在
し
な
か
っ

た
。
ロ
ン
ド
ン
区（L

ondon
B

orough
C

ouncils

）・
シ
テ
ィ（C

ity

of
L

ondon

）
は
大
阪
圏
の
事
情
と
は
相
当
異
な
る
。
ま
た
、
イ
ギ

リ
ス
の
地
方
制
度
は
日
本
の
憲
法
上
に
お
け
る
よ
う
な
特
別
の
地

位
を
保
障
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
な
ど
、
都
市
制
度
の
歴
史
・
文

化
の
違
い
が
あ
る
。

「大阪都構想」を批判する
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